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平
成
十
六
年
か
ら
の
新
臨
床
研
修
医
制

度
に
よ
り
、
医
師
の
偏
在
が
生
じ
、
大
学

病
院
か
ら
の
医
師
派
遣
に
頼
る
多
く
の
医

療
機
関
が
医
師
不
足
で
医
療
体
制
を
維
持

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
休
日
や
夜
間
に
緊
急
性

の
無
い
軽
症
患
者
の「
コ
ン
ビ
ニ
受
診
」が
、

少
な
い
人
数
で
多
く
の
業
務
を
こ
な
す
医

師
か
ら
休
養
を
奪
い
、
疲
弊
さ
せ
た
結
果
、

退
職
に
追
い
や
る
な
ど
医
師
不
足
を
加
速

さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

　

救
急
搬
送
に
つ
い
て
は
、「
た
ら
い
回

し
」
な
ど
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
、
に
リ
ス

ク
の
あ
る
患
者
は
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
が
、
こ
の
背
景
に
は
コ
ン
ビ
ニ
受
診
の

浜
中
町
地
域
医
療
懇
話
会
よ
り

　
　

提
言
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
二
十
年
三
月
、
町
議
会
定
例
会
で
審
議
さ
れ
た
浜
中
診

療
所
医
師
報
酬
条
例
で
の
付
帯
意
見
を
受
け
、
設
置
さ
れ
た
「
浜

中
町
地
域
医
療
懇
話
会
（
自
治
会
、
町
内
会
、
女
性
団
体
、
老

人
ク
ラ
ブ
の
代
表
等
十
名
で
構
成
）」
よ
り
昨
年
十
一
月
二
十
四

日
、
提
言
書｢
浜
中
町
の
医
療
の
望
ま
し
い
在
り
方
に
つ
い
て｣

の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
全
文
を
二
月
中
旬
の
自
治
会
配
布
で
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、再
度
、要
約
し
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

影
響
と
、
医
療
訴
訟
か
ら
身
を
守
る
防
御

的
思
考
が
働
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

釧
根
管
内
の
医
療
事
情
に
つ
い
て
も
全

国
同
様
、
医
師
不
足
か
ら
大
き
な
病
院
同

士
で
の
診
療
科
の
集
約
、
小
児
科
や
産
婦

人
科
の
閉
鎖
が
進
み
、
根
室
市
で
は
市
内

で
分
娩
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
町
立
厚
岸
病
院
で
も
医
師
の
退
職

に
伴
い
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
負
担
軽
減
の

た
め
、
原
則
と
し
て
定
期
受
診
し
て
い
る

患
者
以
外
の
救
急
受
入
は
行
わ
な
い
こ
と

と
し
て
当
町
に
通
知
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
医
師
不
足
は
現
実
の
問

題
と
し
て
深
刻
化
し
て
お
り
、
多
く
の
地

域
で
医
師
の
負
担
軽
減
を
図
る
医
療
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
受
診
抑
制
の
啓
蒙
な
ど
に
取
り
組

む
行
政
や
住
民
組
織
が
増
え
て
き
て
い
る
。

☆
診
療
所
の
現
状
☆

　

茶
内
診
療
所
は
麻
生
医
師
へ
の
委
託
、

浜
中
診
療
所
は
町
が
直
接
経
営
し
て
い

る
。
浜
中
診
療
所
は
、
入
院
病
棟
な
ど
の

不
採
算
部
門
を
抱
え
、
町
か
ら
毎
年
一
億

円
程
度
の
繰
入
れ
を
行
い
経
営
を
続
け
て

い
る
。
町
民
の
利
用
率
は
二
つ
の
医
療
機

関
合
計
で
全
体
の
約
三
割
で
、
特
に
高
齢

者
の
受
診
が
多
い
。
二
人
の
医
師
は
、
保

健
、
福
祉
、
介
護
に
関
わ
る
業
務
を
多
く

こ
な
し
、
医
療
以
外
に
も
社
会
的
に
果
た

す
役
割
が
大
き
い
。

☆
抱
え
る
問
題
☆

　

浜
中
診
療
所
の
休
日
、
夜
間
診
療
を
し

な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
大
き
い
が
、

原
因
は
行
政
、
診
療
所
、
住
民
の
「
現
状

理
解
の
不
足
」、
誰
か
の
責
任
で
あ
る
と

す
る
「
責
任
転
嫁
の
体
質
」
と
思
わ
れ

る
。
行
政
は
率
先
し
て
問
題
解
決
に
当
た

ら
ず
、
診
療
所
も
組
織
と
し
て
信
頼
回
復

に
努
め
な
い
、
住
民
も
医
療
現
状
の
理
解

の
気
持
ち
が
薄
く
、
自
己
の
都
合
ば
か
り

を
主
張
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が

当
町
医
療
へ
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
浸
透
さ

せ
た
原
因
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
行
政
が

将
来
の
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
さ
な
い
こ
と

も
住
民
不
安
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

☆
医
療
機
関
数
☆

　

浜
中
町
の
人
口
は
今
後
も
、
減
少
が
予

想
さ
れ
、
推
計
で
は
十
年
間
で
約
千
人
も

の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
。
三
割
と
い
う
患

者
受
診
率
、
少
子
高
齢
化
と
、
財
政
状
況

か
ら
町
の
展
望
を
考
え
る
と
、
二
つ
の
診

療
所
を
維
持
し
て
い
く
の
は
困
難
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
茶
内
診
療
所
の
老
朽
化

を
考
え
て
も
、
将
来
は
浜
中
診
療
所
に
集

約
す
る
べ
き
で
あ
る
。

医
療
の
現
状

浜
中
町
の
医
療
事
情

望
ま
し
い
医
療
体
制0
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☆
担
う
べ
き
医
療
☆

　

町
内
で
質
の
高
い
医
療
を
受
け
ら
れ
る

こ
と
は
理
想
で
は
あ
る
が
、
浜
中
診
療
所

は
従
来
か
ら
初
期
医
療
を
担
う
設
計
で
あ

り
、
C
T
や
M
R
I
な
ど
の
検
査
機
器
や

専
門
技
師
も
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
二
次

医
療
（
入
院
治
療
が
必
要
な
重
症
患
者
に

対
す
る
医
療
）
を
担
う
と
す
れ
ば
、
医
療

ス
タ
ッ
フ
や
、
医
療
機
器
な
ど
根
本
的
な

見
直
し
が
必
要
に
な
る
。

　

高
度
な
検
査
、
診
療
に
つ
い
て
は
設
備

の
整
っ
た
病
院
の
役
割
と
区
分
し
、
浜
中

診
療
所
が
担
う
医
療
は
、
従
来
ど
お
り
の

初
期
医
療
に
徹
し
、
病
院
と
の
連
携
を
強

化
す
る
べ
き
で
あ
る
。

☆
休
日
、
夜
間
の
診
療
☆

　

住
民
の
休
日
、
夜
間
の
診
療
対
応
へ
の

希
望
は
大
き
く
、
実
現
す
れ
ば
不
安
の
解

消
に
繋
が
る
。
し
か
し
、
少
な
い
医
師
で

対
応
す
る
こ
と
は
、
医
師
の
犠
牲
の
上
に

成
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
当
町
で
そ
れ
を

行
え
ば
、
他
の
地
域
の
よ
う
に
「
医
者
の

い
な
い
町
」
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
対

応
に
は
常
勤
で
五
名
以
上
の
医
師
が
必
要

と
考
え
る
が
、
診
療
所
の
役
割
を
考
え
た

と
き
、
非
効
率
で
あ
り
、
現
実
的
で
は
な

い
。
当
町
を
含
め
た
釧
路
管
内
の
医
療
の

維
持
に
は
不
要
不
急
の
時
間
外
受
診
を
避

け
、
日
中
受
診
、
普
段
の
予
防
に
努
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

☆
医
師
の
招
聘
☆

　

浜
中
診
療
所
の
医
師
数
は
二
人
が
適
正

で
あ
る
。
当
町
の
医
師
は
診
療
以
外
に
も

保
健
、
福
祉
、
介
護
な
ど
多
く
の
業
務
を

こ
な
し
て
い
る
。
診
療
所
集
約
に
よ
り
、

そ
れ
ら
の
業
務
や
、見
込
ま
れ
る
患
者
増
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所
者
の
対
応
な

ど
を
考
え
る
と
、
一
名
で
は
対
応
で
き
な

い
。
二
人
体

制
に
す
る
こ

と
で
医
師
配

置
の
応
用
、

時
間
の
有
効

活
用
で
講
話

な
ど
病
気
、

予
防
に
関
す

る
知
識
の
向

上
な
ど
を
図

る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

　

な
お
、
二

人
体
制
が
実

現
し
た
と
し

て
も
二
十
四

時
間
診
療
は

不
可
能
と
考

え
る
。

　

懇
話
会
が
考
え
る
医
療
体
制
を
構
築
、

安
定
的
に
維
持
し
て
い
く
方
策
と
し
て
は

左
図
の
よ
う
な
取
組
み
が
必
要
と
考
え

る
。（
一
部
抜
粋
）

　

当
町
は
二
人
の
医
師
の
定
住
に
よ
り
医

療
が
守
ら
れ
て
き
た
。
多
く
の
地
域
が
医

療
体
制
の
維
持
に
奔
走
す
る
現
状
を
知
れ

ば
当
町
は
高
度
な
医
療
は
な
い
も
の
の
、

医
療
の
提
供
面
で
恵
ま
れ
て
き
た
感
が
あ

る
。
医
師
の
需
要
が
高
く
引
く
手
あ
ま
た

の
現
在
、
当
町
に
残
り
、
広
く
業
務
に
携

わ
る
二
人
の
医
師
に
は
深
く
感
謝
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

今
後
も
地
域
の
医
療
を
守
る
た
め
に
は

医
療
に
関
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
が
当
事
者
と
し

て｢

責
任
転
嫁｣

で
は
な
く
、｢

役
割｣

を
認

識
し
、
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
当

町
の
医
療
問
題
も
自
然
と
解
消
さ
れ
て
い

く
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
お
互
い
の

立
場
を
尊
重
し
た
う
え
で
、｢

共
通
理
解

と
連
携｣

が
必
要
で
あ
り
、
行
政
の
音
頭

に
期
待
し
た
い
。

　

こ
の
提
言
が
全
て
の
住
民
が
医
療
を
見

つ
め
直
す
契
機
と
な
り
当
町
の
出
発
点
と

な
る
こ
と
を
願
う
。

　

浜
中
町
地
域
医
療
懇
話
会
は
平
成

二
十
年
十
一
月
に
設
置
さ
れ
、
約
一
年

間
に
渡
り
、
医
療
現
状
を
学
び
、｢

将

来
の
浜
中
町
の
医
療
の
在
り
方｣

と
い

う
た
い
へ
ん
重
要
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て

協
議
を
重
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
提
言

書
の
作
成
と
い
う
当
初
の
目
的
を
果
た

さ
れ
、
町
か
ら
の
委
嘱
を
解
か
れ
ま
し

た
が
、
今
後
は
任
意
団
体
と
し
て
医
療

に
つ
い
て
学
び
続
け
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
約
一
年
間
の
ご
苦
労
と
貴
重
な

ご
提
言
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

懇話会が考える医療体制構築への取組み（抜粋）

行
政
（
役
場
）

①町の展望を想定し在るべき医療を明確にしたうえで住民へ理解を求める。
②診療所、消防署と定期的に情報交換、連携のできる仕組みを整える。
③病気の予防、対処方法などの医療知識の普及に取り組む。
④広報紙などで受診マナーを呼びかけ、コンビニ受診の抑制に努める。
⑤バス路線の見直し、整備で交通網の充実を図る。
⑥現病歴、投薬などの情報伝達の方法として ｢命のバトン ｣の普及に取り組む。

診
療
所

①理念と目標を掲げ、組織全体で達成に取り組む仕組みを作る。
②早期に常勤医師の招聘に着手し、全力を尽くす。
③サービス向上のため組織全体で積極的に研修会を開催する。
④診察時の充分な説明を意識し、医師を看護師がフォローする仕組みを作る。
⑤医師会、他医療機関との連携の強化に努める。
⑥診療方針、医師の考えなどの医療情報を積極的に発信する。

住
民

①医療の現状、医師、医療スタッフの立場の理解に努める。
②医療機関への受診マナー、救急車の適正利用を心掛ける。
③症状に合わせ医療機関を選択し、診療所を利用する。

消
防

①救急時の備えや、適切な救急車の要請方法など知識の普及に努める。
②救急事例などの情報発信により要請マナーの向上に努める。

議
会

① 住民の声の代弁だけではなく現状の理解に努め、行政、住民のパイプ役として問題解決
にあたる。
②行政に対し責任追及ではなく、建設的、発展的な姿勢をとる。

必
要
な
取
組
み


